
 

お知らせ 

  申請者各位 

令和３年３月１６日 

経 済 産 業 省 

農 水 産 室 

 

輸入割当品目（水産物）の輸入承認申請等に係る注意点について 

 

平素より、水産物の輸入割当制度についてご協力いただきありがとうございます。 

令和３年２月９日付けでお知らせしました「輸入割当品目（水産物）の輸入承認申請等に係る変

更について」に関して、特に注意いただきたい点を下記のとおりご連絡します。 

以下、輸入割当証明書を IQ、輸入承認証を ILとします。 

 

記 

 

１ 令和３年４月１日以降の申請書における注意点 

（１）電子申請（NACCS）   

①新たに IQを申請する場合（IQと ILを同時に申請する場合（以下同じ。））は別紙１ 

②既に交付された IQに基づき ILを申請する場合は別紙２ 

   ③先着順割当てにおいて、原産地、船積地域の入力欄が足りない場合は別紙３ 

  をご覧ください。 

 

（２）郵送申請 

   新たに IQを申請する場合は別紙４をご覧ください。既に交付された IQに基づき ILを 

申請する場合は、申請書の記載内容に変更はありません（申請先は農水産室になります。）。 

 

なお、電子申請、郵送申請ともに、申請書における変更点は上記以外特にありません。 

   

２ 令和３年４月１日以降に交付される ILの有効期間（イメージ図は別紙５） 

（１）新たに IQを申請する場合に交付される IL 

・交付時の有効期間は１２ヶ月です（注１）。 

・延長期間も含めた ILの総有効期間は２４ヶ月です（注２）。 

（２）既に交付された IQに基づき交付される IL 

・交付時の有効期間は従来どおり６ヶ月です（注１）。 

・延長期間も含めた ILの総有効期間も従来どおり１８ヶ月です（注３、注４）。   

（注１）先着順割当ての ILの有効期間は、従来どおり申請日に応じて異なります。 

（注２）輸入割当限度数量（金額）は毎年度設定しているものですので、たとえ輸入者の責任でない不漁等

の場合であっても、ILの総有効期間が２４ヶ月以上となる延長は認められません。 

（注３）平成３１年２月２５日付け「水産物に係る輸入承認証の有効期間の適正化」に基づきます。  

（注４）令和３年３月３１日時点で交付されている ILも同様です。 

 



３ 「商社割当ての追加」及び「先着順割当て」での電子申請導入に伴う割当基準について 

電子申請の導入に伴う「商社割当ての追加」及び「先着順割当て」の令和３年４月１日以降の

割当基準については、各品目ページの「１.輸入発表」の欄に記載します。 

 

４ 令和２年度の輸入発表との関係 

  令和３年２月９日のお知らせと本お知らせの内容は、令和２年度の各輸入発表の内容に優先し 

ます。ただし、申請受付期間や申請者資格などお知らせに記載のない項目については、輸入発表 

のとおりです。 

 輸入発表については、令和３年度から随時更新してまいります。  

 

５ 窓口の閉鎖について(継続) 

  当分の間、窓口での受付を原則として行わず、電子申請又は郵送申請のみ受け付けます。 

  なお、郵送申請時の宛先や注意点を含め詳細については、こちらをご覧ください。 

 

６ その他 

・よくある質問は別紙６をご覧ください。 

・各手続の申請様式などは、こちらをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

経済産業省 貿易経済協力局 

貿易管理部 農水産室 

TEL: 03-3501-0532 

FAX: 03-3501-6006 

 

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/news/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/about/index.html


令和３年４月１日以降、新たにIQを申請する場合　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙１）

「輸入割当承認同時申請様式」を選択してください。

これまで通り「輸入割当申請様式」を選択すると、取下げの上、再度申請が必要となります。

・様式「６００」であることを確認してください。

これまで通り「農水産室」を選択してください。



既に交付されたIQに基づきILを申請する場合　　　　                                   （別紙２）

これまで通り「輸入承認申請様式（２の２号承認含む）」

を選択してください。

「農水産室」を選択してください。

他の部署を選択すると、取下げの上、再度申請が必要となります。

・様式「７００」であることを確認してください。



このボタンをクリックすることで、原産
地の入力欄を、原産地は最大10
個、船積地域は最大５個まで増や
すことができます。

原産地①

原産地②

船積地①

船積地②

原産地の場合：「参照」から９カ国分を選択し、「原産地(10/10)」の欄には「ZZ:etc」を選択
船積地域の場合：「参照」から４カ国分を選択し、「船積地域(5/5)」の欄には「ZZ:etc」を選択
その上で、入力できなかった国名を「備考欄」に記載してください。

備考欄例）その他の原産地：THAILAND、RUSSIA

先着順割当てにおいて、原産地、船積地域の入力欄が足りない場合
※先着順では、引き続き該当する全ての原産地、船積地域の入力が必要です。

（別紙３）



別表第一  根拠法規 輸 入 貿 易 管 理 規 則             

Ｔ2010  主務官庁 経 済 産 業 省           

輸入（承認・割当）申請書

氏名又は名称

及び代表者の氏名 

住 所 資  格 

電 話 番 号  

△輸入の承認を輸入貿易管理令第４条第１項

次の  △輸入割当てを輸入貿易管理令第９条第１項

Ⅰ 申請の明細 

１ 関税率表の 
 ２ 商  品  名  ３ 型及び銘柄   ４ 原 産 地 

 ５ 船積地域  数量及び単位 

  番号等   （船積港）   （ 金 額 ） 

 総額(US$) 

 備  考 

Ⅱ 輸入割当て 

※割当数量及び単位（割当額）

※証明書番号

※期間満了日

※上記Ⅰの輸入は、輸入貿易管理令第９条第１項の規定に基づき、Ⅱの数量及び単位を  割り当てる ・ 割り当てない ・ 次の条件を付して割り当てる 

※経済産業大臣の条件の付与又は特別の有効期間の設定

上記「Ⅰ申請の明細」欄中 １ ２ の記載事項は、経済産業大臣の承認を受けなければ変更することができない。 

Ⅲ 輸入の承認 

輸入割当証明書の日付及び番号 

※延長後有効期間満了日

※承 認 番 号

※有効期間満了日

※上記Ⅰの輸入は、輸入貿易管理令第４条第１項の規定に基づき 承認する ・ 承認しない ・ 次の条件を付して承認する 

※条  件 

経済産業大臣の記名押印（輸入割当て） 経済産業大臣又は税関長の記名押印（輸入の承認） 

日  付   日  付 

資  格   資  格 

記名押印   記名押印  

申 請 者 

申 請 年 月 日 

 の規定に基づき申請します。 

（承認・割当）

令和３年４月１日以降に輸入割当てと輸入の承認を同時に申請する場合

「承認」は削除せず申請してください。３月３１日まではこちら

（別紙４）

「△輸入の承認を～」は削除せず申請してください。

３月３１日まではこちら
△輸入の承認を輸入貿易管理令第４条第１項
△輸入割当てを輸入貿易管理令第９条第１項

両方に経済産業大臣印を押して交付します。

黄色の箇所を記入してください。
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令和３年４月１日以降のILの有効期間について

①新たにIQを申請する場合に交付されるIL
※IQは、交付後即時に全量をILに切替

②既に交付されたIQに基づき交付されるIL
※令和３年３月３１日までに交付されたILも同様です。

IQ IL

原則６ヶ月 原則６ヶ月 延長【注】

IL

原則１２ヶ月 延長【注】

（別紙５）

【注】 ILの有効期間は、輸入者の責任ではない（不漁）などの理由の場合延長することができますが、
あくまで例外措置ですので厳格に運用しております。このため、輸入者に責任がある場合（ILの管
理を担当者に任せきりにしていた等）の延長は認めておりません。



 

                                      （別紙６） 

 

Q１：４月１日以降、従来どおり各地方経済産業局等に申請することは可能でしょうか。 

A１：４月１日以降は、水産物輸入割当品目の ILに係る全ての申請は本省の農水産室で受け付け 

ます。各地方経済産業局等では受け付けませんのでご注意ください。 

 

Q２：４月１日以降も輸入割当てのみを申請することは可能でしょうか。 

A２：電子申請、紙申請ともに輸入割当てのみの申請はできません。 

・輸入割当てと輸入の承認の同時申請 

・既に交付された IQに基づく輸入の承認の申請 

のどちらかです。 

 

Q３：輸入割当てと輸入の承認の同時申請はどのように行えばいいでしょうか。 

A３：紙申請の場合は、別紙４の形で必要部数を提出してください。 

    電子申請の場合は、別紙１のとおり同時申請の様式を選択することになります。 

 

Q４:輸入割当てと輸入の承認を同時に申請する場合、複数の ILを交付してもらうことは 

可能でしょうか。 

A４:ILは１枚で交付します。紙で交付された ILについて、一度に異なる場所で通関を要するな

ど複数の ILを要する場合は、ILの分割の手続が必要です。 

  なお、電子 ILでは、１回の交付で複数の場所で同時に通関が可能です。 

 

Q５：金額割当てにおいて、米ドルから円への切替え又はその逆はどのように行うのでしょうか。 

A５：必要に応じて ILの内容変更で切替えが可能です。 

 

Q６: 令和３年４月１日以降も ILの有効期間の延長は可能でしょうか。 

A６：輸入者の責任でない（不漁など）などの場合については、農水産室の審査を経た上で延長が 

可能ですが、あくまで例外措置ですので厳格に運用しております。 

    このため、輸入者に責任がある場合（ILの管理を担当者に任せきりにしていた等）の延長 

は認めておりません。 

 

 




